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1 事業運営計画 

事業の名称 

1 点字図書館事業 

2 聴覚障害者情報提供施設事業 

3 地域生活支援事業 

運営方針 

法人の「運営の基本理念」、「運営の基本方針」、「平成２８年度重点活動方針」を実現す 

るため、次のとおり施設の方針を定め事業運営にあたる。 

1 管内地域住民にセンターの事業内容の周知を図り、利用者の拡大につなげる。 

2 関係行政機関、障がい者団体等との連携を深め、あらゆる機会を通じて利用者ニーズ

を把握し、ニーズに即したサービスの提供に努める。 

3 情報化の進展等に対応し、視聴覚障がい者が等しくセンターを利用できるよう、多様

かつ効果的なサービスの提供に努める。 

4 センターの業務遂行に必要な資格の取得をはじめ職員の専門的能力の向上を図る。 

5 各種ボランティアの確保に努め、養成講習やスキルアップ研修の充実を図るととも

に、意欲的な活動を促進する。 

6 最新の機器の情報提供・貸出し・斡旋、生活訓練等に積極的に取り組み、視聴覚障が

い者の自立、社会参加につなげる。 

7 地域生活支援事業で市町が対応できない広域的・専門的事業については、島根県と協

議し、可能な限り支援する。 

8 センターの持つ機能を社会資源として可能な限り地域に開放し、学校や団体の福祉学

習、地域貢献活動等の実施を通して共生社会の実現に努める。 

9 「島根あさひ社会復帰促進センター」を効果的に活用する。 

職種別職員配置 

 

職種 正規 準 非常勤 合計 

施設長 １   １ 

事務職員 ４ ２  ６ 

合計 ５ ２  ７ 
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2 目指すべき施設像 

 

【施設を取り巻く現状】 

平成２７年３月末現在の管内（島根県西部地域）の視聴覚障がい者数は、視覚機能障がい

者９７７人、聴覚・平衡機能障がい者１，５２５人である。これを３年前と比較すると、視

覚機能障がい者１５７人減、聴覚・平衡機能障がい者６９人減となっている。医療の進歩、

少子化等により若年の視聴覚障がい者が減少する一方、管内は急速に過疎化・高齢化が進行

しており、長寿化等により中途で視聴覚に障がいを負われる人の割合が増加しているもの

の、利用対象者の減少は今後も続くものと予測される。 

センターの利用登録者数は、平成２７年３月末現在、点字図書館８３８人／団体、聴覚障

害者情報ライブラリー４２９人／団体で、そのうち管内在住の個人は、点字図書館２９２人、

聴覚障害者情報ライブラリー６７人である。管内の視聴覚障がい者数に占める利用登録者の

割合は、点字図書館３０％、聴覚障害者情報ライブラリー４％であり、この割合を３年前と

比較すると、点字図書館５ポイント増、聴覚障害者情報ライブラリー増減なしとなっている。 

ＩＣＴ（情報通信技術）の発達等により、視聴覚障がい者を取り巻く情報環境は大きく変

化している。センターの貸出資料の情報提供媒体は、従来の紙、カセットテープ、ビデオテ

ープからＣＤ、ＤＶＤへと広がり、さらに近年では、点字図書データ及び録音図書・雑誌デ

ータのインターネット配信も行うようになっている。 

インターネット配信は、視覚障害者情報総合ネットワーク「サピエ」を通して行っており、

センターに利用登録がなくてもサピエ会員であれば利用できることから、急速に利用が増え

ている。点字図書館の平成２６年度の貸出数は、９３，９９０タイトルであったが、その

７４％はインターネット配信によるものであった。 

全国の点字図書館では、最近、合成音声で聴くテキストデイジー図書の製作・貸出しを行

うところが増えつつあり、センターでも一昨年度からその製作を担うテキストデータ編集ボ

ランティアの養成を始め、昨年度から製作・貸出しを開始したところである。 

視覚障がい者を取り巻く情報環境は、全国の点字図書館が主導する形で改善が進んでお

り、今後も、ＩＣＴの積極的な活用や普及活動等により、点字図書館が視覚障がい者への情

報提供に中心的な役割を担っていくものと思われる。 

聴覚障害者情報ライブラリーの平成２６年度の貸出数は、２４８タイトルであった。近年、

ライブラリーの利用は低調に推移しているが、これは地上デジタル放送やＢＳ放送の開始に

伴う字幕・手話入りテレビ番組の増加、字幕入りの日本映画の制作やレンタルビデオ店の増

加等により、聴覚障がい者の情報環境が改善したためと考えられる。個人の利用が低迷する

中で、浜田ろう学校の教育目的でのライブラリーの利用が相対的に多くなっている。 

このような状況下にあって、今後、聴覚障がい者の利用は、機器の紹介・斡旋、コミュニ

ケーション支援等の割合が大きくなっていくものと思われる。 
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【今後目指すべき役割と機能】 

あらゆる手段を駆使して管内の視聴覚障がい者に施設の存在や業務内容の周知を図り、潜

在的な利用者に必要としているサービスを届けられるようにする。 

関係機関・団体との連携を緊密にし、視聴覚障がい者のニーズの把握や的確なサービス提

供ができるようにする。 

様々な方法で意欲と適性のあるボランティアの確保に努めるとともに、長期にわたって活

動を継続してもらえるよう工夫し、できるだけ多くの点字図書、録音図書・雑誌、テキスト

デイジー図書の製作ができるようにする。 

ボランティアの養成とスキルアップに努め、点字図書、録音図書・雑誌に対する利用者の

ニーズである「早期の貸出し」と「品質の高さ」の両面を満たすことができるようにする。 

質より早さが求められる図書については、テキストデイジーで製作し、早期に貸出しを開

始できるようにする。 

点字指導員、音訳指導員、手話通訳などセンターの運営に必要な資格や専門的な能力を有

する職員を育成して、継続的・安定的にサービスを提供できるようにする。 

利用者の情報機器利用に対する職員の支援能力を高めるとともに、パソコンボランティア

の養成と技術向上を図って、高度化、多様化する利用者のＩＣＴ活用のニーズに対応できる

ようにする。 

性能の向上と新陳代謝が速い視聴覚障がい者用機器の最新情報の収集に努め、障がいの程

度や状態に合った適切や機器の紹介や斡旋ができるようにする。 
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3 課題解決に向けた取組 

『利用者の拡大』 

現
状
と
課
題 

管内の視聴覚障がい者の利用登録率が低位にとどまっており、平成２１年度に実

施した視聴覚障がい者を対象としたアンケート調査の結果から、施設の存在、業務

内容の周知が不十分な実態が明らかになった。 

個人情報保護の関係で市町からの情報入手が難しく、利用対象者への直接の働き

掛けができないことから、市町の担当窓口に身体障害者手帳の申請時等にセンター

の紹介と資料配布を依頼するとともに、市町・社会福祉協議会の広報紙で利用を呼

び掛けてもらうなどＰＲに努めているが、十分な成果が出ていない状況にある。 

取
組
方
針 

・あらゆる機会を通じてセンターの存在や業務内容の周知を図る 

・平成２４年度に実施した利用者アンケート調査の結果等を基に、利用者ニーズに

即し利用の増加につながるようなサービスの提供に努める。 

実
行
計
画 

・各市町の福祉窓口にセンターのパンフレットや利用案内（墨字・点字・録音）、広

報用チラシを送付し、身体障害者手帳の申請時等にセンターの紹介と適切な資料

の配布を依頼する。 

・県の広報媒体を使ってセンターの業務内容の周知を図るよう依頼する。 

・各市町、各市町社会福祉協議会の広報紙及びホームページにセンターの紹介記事

を掲載するよう依頼する。 

・国や県の機関、公共施設、社会福祉施設、眼科医等を訪問し、来訪者へセンター

の広報用チラシを配布するよう依頼する。 

・センターが参加するイベントで広報用チラシを配布する。 

・センターのホームページで施設情報を発信する。 

・新たな手話動画を制作し、ホームページに掲載する。 

・スカイプを使った中継連絡サービスの試行を継続し、有効性が確認されれば、県

と本格実施に向けた協議を行う。 

・引き続きシネマ・デイジー製作の可能性を検討する。 

・ＳＮＳなど新たな情報発信の手段を検討する。 

 

『関係機関・団体との連携』 

現
状
と
課
題 

行政機関、視聴覚障がい者団体、ボランティア団体等との情報共有、意見交換の

場として年１回「事業推進会議」を開催するとともに、各市町、社会福祉協議会等

を訪問し、センターの事業計画等の周知、各機関・団体の課題、取組等の情報交換

を行っているが、視聴覚障がい者の自立生活、社会参加に向けた関係機関・団体と

の十分な連携、取組の進展につながっていない。特に各市町に対しては、各地域で

活動する点訳・音訳奉仕員の養成・確保等の取組を要請しているが、点訳・音訳奉

仕員の養成が任意事業に位置づけられたことなどから実現できていない。 
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取
組
方
針 

・事業推進会議の開催、関係機関・団体等の訪問を通して、利用者ニーズの把握、

課題についての意見交換、取組の情報共有等を図り、相互の連携をより緊密にす

るとともに、事業の見直しや周知を通して利用者の拡大につなげる。 

・事業推進会議で取り上げられた課題について、各市町への訪問において対応方針

等を確認し、各地域で活動する点訳・音訳奉仕員の養成・確保等の取組が少しで

も進展するよう努める。 

実
行
計
画 

・７月上旬に事業推進会議を開催し、障害者差別解消法（平成２８年４月１日施行）

への対応等を議題として意見交換等を行う。 

・９～１１月に各市町を訪問し、事業推進会議で取り上げられた課題のフォローア

ップ、平成２９年度における新たな取組等について意見交換を行う。 

・必要に応じて浜田ろう学校、全視情協島根あさひ事業所、各市町社会福祉協議会

等を訪問し、意見交換を行う。 

 

『各種ボランティアの養成・確保』 

現
状
と
課
題 

点訳、朗読、校正、デイジー編集、テキストデータ編集、パソコンの各奉仕員の

養成講習において、近年、受講者数がいずれも１０人未満にとどまっている。修了

者の登録率は高くなっており、結果的に登録ボランティア数は微増となっている

が、登録者の高齢化や身に付けるべき技術・能力の高度化、家族の介護等で活動を

継続できない登録者もあり、必要数が確保できていない。点字図書館事業を安定的・

持続的に実施していくため、様々な手段で各種ボランティア養成講習の受講者を増

やし、登録後も引き続きスキルアップを図るとともに、長期にわたって活動を継続

してもらえるよう工夫する必要がある。 

取
組
方
針 

・様々な方法でボランティア募集の周知を図る。 

・養成講習修了者に対するスキルアップの機会を設け、より高度で実践的な技術を

身に付けたボランティアを育成する。 

・ボランティアが長期にわたって意欲を持って活動を続けられるようインセンティ

ブを検討する。 

実
行
計
画 

・県の広報媒体を使って各種ボランティア募集の周知を図るよう依頼する。 

・各市町の広報紙及びホームページにボランティア募集記事を掲載するよう依頼す

る。 

・退職予定の教職員、公務員へボランティア募集チラシを配布するよう依頼する。 

・国や県の機関、民間団体、企業等を訪問し、ボランティア募集チラシの従業員回

覧や来訪者配布を依頼する。 

・養成講習修了者を対象としたスキルアップ講習会を定期的に開催する。 

・ボランティアグループの自主的勉強会に職員を派遣し、スキルアップを支援する。 

・センター独自の指導者認定制度の創設を引き続き検討する。 
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『意思疎通支援者等の養成・確保』 

現
状
と
課
題 

国の障がい者施策が見直され、同行援護、代読・代筆、手話通訳、要約筆記等の

利用が増加することが予測されているが、これを担う人材の養成が進んでいない。

特に手話通訳者及び要約筆記者については、東部地域と比較して養成が後れ、登録

者が少ない。しかも、要約筆記奉仕員の養成が原則として地域生活支援事業の対象

外となったことから、今後、西部地域における要約筆記の人材確保が一層困難にな

ることが懸念されている。 

取
組
方
針 

・同行援護従事者、ガイドヘルパーの養成を支援するとともに、代読・代筆の能力

を有する人材の育成を促す。 

・各市町の手話奉仕員養成の取組を支援する。 

・西部地域での手話通訳者及び要約筆記者の養成に積極的に取り組むよう促す。 

実
行
計
画 

・社会福祉協議会等が行う同行援護従事者及びガイドヘルパーの養成研修に職員を

講師として派遣する。 

・各地域で活動する点訳・音訳奉仕員の養成・確保について、各市町、ボランティ

ア団体等と今後の対応を協議する。 

・市町が実施する手話奉仕員養成講習に対して人的な支援（講師派遣、相談等）を

行う。 

・手話通訳者及び要約筆記者の養成講習について、西部地域の実情に配慮して実施

するよう県、聴覚障害者情報センター等に働き掛ける。 

 

『職員の専門的能力の育成』 

現
状
と
課
題 

限られた人員で効率的に業務を遂行するため、一人の職員が複数の資格や専門的

な能力を身に付ける必要がある。また、視聴覚障がい者を取り巻く状況を把握し、

社会福祉制度や日常生活用具等の情報を利用者やボランティアに的確に提供でき

るようにする必要がある。 

取
組
方
針 

・職員の点字指導員等の資格取得を促す。 

・関係団体が行う研修会に職員を積極的に派遣する。 

・所内研修の充実を図る。 

実
行
計
画 

・資格取得が次第に難しくなっている点字指導員について、引き続きＯＪＴを実施

し、指導員資格認定講習の受講を目指す。 

・全国視覚障害者情報提供施設協会、中国四国点字図書館連絡協議会等が主催する

研修会に職員を派遣する。 

・年間６回の所内研修を行い、視聴覚障がい者を取り巻く社会状況、社会福祉制度、

日常生活用具等について理解を深める。 
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『視覚障がい者のＩＣＴ活用の支援』 

現
状
と
課
題 

視覚障がい者への情報提供媒体が紙やＣＤなどの実物からインターネット配信

へと代わりつつあるように、視覚障がい者のＩＣＴ活用技術は重要になっている

が、その利用支援を行うセンターの職員やボランティアが十分な支援能力を身に付

けていない。職員が視覚障がい者ＩＣＴ活用技術を習得し、支援能力を高めるとと

もに、ボランティアの技術向上を図って、視覚障がい者の情報機器の利用を促進す

る必要がある。また、利用者側において、最新の情報機器を使えるかどうかで情報

格差が広がる懸念がある。 

取
組
方
針 

・視覚障がい者ＩＣＴ活用技術に関する職員研修の充実を図る。 

・視覚障がい者のＩＣＴ活用を支援できるパソコンボランティアを養成する。 

・視覚障がいの利用者に情報機器の利用を促す。 

・情報機器が使用できない利用者に配慮した情報提供に努める。 

実
行
計
画 

・高度な視覚障がい者ＩＣＴ活用技術を習得し、支援能力を高めるための独自の職

員研修を実施する。 

・視覚障がい者ＩＣＴ活用支援に特化したパソコンボランティア養成講習会を開催

する。 

・様々な機会を通して視覚障がいの利用者に情報機器の利用を呼び掛け、そのため

の講習会を開催する。 

・情報機器が使用できない利用者に対して、センターがリクエストに応じて「サピ

エ」等から情報をダウンロードして提供する。 

 

『機器情報の提供』 

現
状
と
課
題 

補装具・日常生活用具等の技術開発は目覚しく、利用者に最新の機器情報を積極

的に提供していく必要がある。また、カタログだけでなく、利用者が実際に機器を

試用し、その利便性を確認の上で購入することが大切である。平成１２年のセンタ

ー開設時に整備された展示用の補装具・日常生活用具等の多くが陳腐化しており、

平成２４年度にその一部が更新されたが、引き続き更新に努める必要がある。 

取
組
方
針 

・最新の機器情報の収集と利用者への提供に努める。 

・各地域で機器を紹介する機会を設ける。 

・陳腐化した機器の更新に努める 

実
行
計
画 

・障がい者向け新聞・雑誌、インターネット、メーカー等から最新の機器情報を収

集し、利用者に提供する。 

・管内３箇所で機器展示相談会を開催し、展示用補装具・日常生活用具やメーカー

出展の最新機器等により来場者への紹介、試用等を行う。 

・予算の許す限り展示用補装具・日常生活用具等の更新を行う 
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『地域貢献活動等の実施』 

現
状
と
課
題 

毎年数件の福祉学習を学校や団体からの依頼に応じて実施するとともに、浜田市

健康福祉フェスティバルに参加し、来場者に点字体験、手話体験の機会を提供して

いる。また、昨年度は「窓口での聞こえにくい・聞こえない人とのコミュニケーシ

ョン講座」を始めるとともに、全国の年金事務所に配備される「障害年金ガイド」

の点字版及び音声版を製作し、日本年金機構に提供した。共生社会の実現に寄与す

るため、引き続き積極的に地域貢献活動等を行っていく必要がある。また、そのた

めには予算、マンパワーの確保が重要になってくる。 

取
組
方
針 

・事業団の地域貢献活動支援制度を活用するとともに、ボランティアや視聴覚障が

い者に協力を求めて、積極的に地域貢献活動等を行っていく。 

・これまで実施している地域貢献活動等を継続した上で、予算、マンパワーが許す

範囲で新たな地域貢献活動等に取り組む。 

実
行
計
画 

・学校や団体の福祉学習を積極的に引き受けるとともに、浜田市健康福祉フェステ

ィバルに参加し、児童生徒や住民の視聴覚障がいへの理解を促進する。 

・希望する官公庁や公共施設等へ出向き、窓口職員を対象として「窓口での聞こえ

にくい・聞こえない人とのコミュニケーション講座」を実施する。 

・平成２８年度版「障害年金ガイド」の点字版及び音声版を製作し、日本年金機構

に提供する 

・地域住民を対象として、視覚障がい又は聴覚障がいに対する理解を深めるための

講演会を開催する。 

 

『島根あさひ社会復帰促進センターの活用』 

現
状
と
課
題 

雑誌や市町広報紙等の製作は、スピードが求められる上に作業に時間を要するこ

とから、カセットテープ・ＣＤコピーなど多くの作業を「あさひ」に依頼している。

単純作業の多くを「あさひ」に依頼し、省力化を図ることで、生じた余力を利用者

へのより充実したサービス提供に振り向けているが、増大する利用者の要望に応え

ていくためには、より多くの作業を「あさひ」に依頼する必要がある。 

取
組
方
針 

・依頼して省力化できる作業はすべて「あさひ」に依頼する。 

・利用者ニーズに沿った新たなサービスの提供に向け、「あさひ」の活用可能性を

検討する。 

・新たな作業は、比較的余力のある音訳科に多くを依頼する。 

実
行
計
画 

・昨年度から始めたテキストデータ（テキストデイジー図書の半製品）の製作依頼

を拡大する。 

・新たな作業の導入の可能性について「あさひ」と協議する。 
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4 固定資産物品購入計画                     

(単位：千円) 

名称 執行見込額 

なし  
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5 事業実施計画 

【点字図書館事業】 

１ 施設のＰＲ及びニーズに即したサービスの提供による利用者の拡大 

（１）県の広報媒体を使ってセンターの業務内容の周知を図るよう依頼するとともに、各

市町福祉窓口、公共施設、社会福祉施設、眼科医等を訪問し、センターのパンフレ

ットや利用案内（墨字・点字・録音）、広報用チラシの配布、関係機関・団体の広

報紙やホームページへの紹介記事の掲載依頼を行うなど、あらゆる機会を捉えて

センターの業務内容の周知を図る。 

（２）センターのホームページで施設情報を発信する。 

（３）利用者アンケートの調査結果等を基に利用者ニーズに即したサービスの提供を図

る。 

（４）ＳＮＳなど新たな情報発信の手段を検討する。 

２ 図書の製作及び貸出し 

（１）良質な点字図書、録音図書（カセットテープ、デイジー）、テキストデイジー図書

の製作 

（２）点字図書、録音図書、テキストデイジー図書、拡大図書の閲覧、貸出し 

（３）録音雑誌の製作（月刊誌２、隔週誌１）、貸出し 

  ・定期発行と内容の充実を図る。 

（４）新刊情報の発信 

・広報紙「かわらばん」の発行に併せて新刊の点字図書・録音図書の一覧表を作成し、

配布する（年４回）。また、毎月、ホームページの新刊案内を更新する。 

（５）各種ボランティアの募集 

  ・センターが主催する各種ボランティア養成講習会（点訳、朗読、デイジー編集、テ

キストデータ編集、パソコン）の受講者を増やすため、県の広報媒体を使って各種

ボランティア募集の周知を図るよう依頼するなど、さまざまな機会や手段で募集

の周知を図る。 

（６）視覚障害者情報総合ネットワーク「サピエ」の活用 

・様々な機会をとらえて視覚障がい者及びボランティアに対してサピエの利用を呼

び掛ける。 

  ・サピエを活用して図書及びレファレンスの充実を図る。 

（７）デイジー編集ボランティアの養成 

・録音図書・雑誌のデジタル製作及びそのスピードアップのため、デイジー編集ボラ

ンティア養成講習会を開催する。（年１回全４回） 

（８）テキストデータ編集ボランティアの養成 

・迅速な製作と早期の貸出しが可能なテキストデイジー図書を製作するため、テキス

トデータ編集ボランティア養成講習会を開催する。（年１回全４回） 
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（９）蔵書の管理 

・図書の確認（所在、装丁等）、整理、除籍、データ管理等を図書整理日に実施する。 

（10）島根あさひ社会復帰促進センターの活用 

・増加する利用者の希望に対応するため、島根あさひ社会復帰促進センターにある全

視情協島根あさひ事業所にＣＤ・カセットテープのダビング、アナログ情報のデジ

タル情報への変換、点字印字等の作業を依頼し、業務の効率化を図る。 

・新たな作業の導入の可能性について「あさひ」と協議する。 

・点訳科及び音訳科の訓練指導員のスキルアップを図る。 

（11）定型的業務とその他の業務を組み込んだ週案を基に業務の効率化を図る。 

３ プライベートサービスの実施 

・利用者のプライバシーの保護に配慮し、利用者個々の多様なニーズに対応できる、

きめ細かなプライベートサービスを実施する。 

４ 日常生活用具等の紹介・斡旋 

・視覚障がい者用の補装具、日常生活用具、便利グッズ等の情報を職員が共有し、

利用者からの問い合わせや相談に対応できるようにする。 

・利用者からの求めに応じて日常生活用具等の紹介・斡旋を行う。 

・最新の機器情報や補装具・日常生活用具給付制度の改正等について、広報紙「か

わらばん」及びホームページで情報発信する。 

【聴覚障害者情報提供施設事業】 

１ 施設のＰＲ及びニーズに即したサービスの提供による利用者の拡大 

（１）県の広報媒体を使ってセンターの業務内容の周知を図るよう依頼するとともに、管

内の各市町福祉窓口、公共施設、社会福祉施設等を訪問し、センターのパンフレッ

トや利用案内、広報用チラシの配布、関係機関・団体の広報紙やホームページへの

紹介記事の掲載依頼を行うなど、あらゆる機会を捉えてセンターの業務内容の周

知を図る。 

（２）センターのホームページで施設情報を発信する。 

（３）利用者アンケートの調査結果等を基に利用者ニーズに即したサービスの提供を図

る。 

２ ビデオ（ＤＶＤ）の貸出し 

（１）字幕入り（手話入り）ビデオ（ＤＶＤ）の閲覧、貸出し 

（２）「ビデオライブラリー目録」（追加目録）の作成、配布（年１回） 

（３）巡回方式によるビデオの貸出し（希望により随時） 

・大田以西の各障害者生活支援センター、ろう学校、障害者施設等への巡回を行う。 

（４）ビデオ（ＤＶＤ）の相互貸借 

・松江の聴覚障害者情報センターと連携を密にし、ビデオ（ＤＶＤ）の相互貸借を円

滑に行う。 
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３ プライベートサービスの実施 

・利用者のプライバシーの保護に配慮し、利用者個々の多様なニーズに対応した「中

継連絡サービス」をＦＡＸ等を利用して実施する。 

・スカイプを使った中継連絡サービスの試行を継続実施する。 

４ 日常生活用具等の紹介・斡旋 

・聴覚障がい者用の補装具、日常生活用具、便利グッズ等の情報を職員が共有し、

利用者からの問い合わせや相談に対応できるようにする。 

・利用者からの求めに応じて日常生活用具等の紹介・斡旋を行う。 

・最新の機器情報や補装具・日常生活用具給付制度の改正等について、広報紙「か

わらばん」及びホームページで情報発信する。 

【地域生活支援事業】 

１ 点訳奉仕員養成講習会及び技術講習会 

（１）浜田市及び益田市で点訳奉仕員養成講習会を開催し、センターの点字資料の製作や

地域での点訳活動ができる点訳ボランティアを養成する。（２会場×全２３回） 

（２）点訳技術向上のための勉強会を定期的に開催する（年６回）とともに、各点訳グル

ープの自主的な勉強会に職員を派遣し（２グループ×年１０回）、点訳技術の向上

と最新の情報提供に努める。 

（３）点訳校正技術の向上を図るため、校正技術講習会を開催する。（年１回全２回） 

２ 朗読奉仕員養成講習会及び技術講習会 

（１）浜田市及び益田市で朗読奉仕員養成講習会を開催し、センターの録音資料の製作や

地域での音訳活動ができる音訳ボランティアを養成する。（２会場×全２２回） 

（２）音訳技術向上のための勉強会を開催する（年１回）とともに、各音訳グループの自

主的な勉強会に職員を派遣し（２グループ×年１０回）、音訳技術の向上と最新の

情報提供に努める。 

（３）音訳校正技術の向上を図るため、校正技術講習会を開催する。（年１回全２回） 

３ 中途失明者生活訓練事業 

  ・県西部の中途失明者に対して歩行訓練、コミュニケーション訓練を実施することで       

生活面での支援をする。 

４ 島根県障害者パソコンボランティア等養成事業 

  ・視覚障がい者のパソコンや周辺機器等の使用を支援するパソコンボランティアを

養成し、障がい者を対象とするＩＴ講習会等に派遣する。（年１回全５回） 

５ 島根県中部・西部障がい者情報化コミュニケーション支援事業 

  ・障がい者を対象にパソコン等の使用方法の講習会を開催する。（大田市：年１回全

３回、浜田市：年１回全３回、江津市：年１回全３回、益田市：年１回全３回） 

  ・障がい者の求めに応じてパソコンボランティアを派遣する。 

６ 各市からの受託事業 
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（１）声の広報等発行事業（浜田市）    １２回（月１回） 

（２）生活訓練（料理教室）事業（浜田市） ２４回（月２回） 

（３）点字広報発行事業（益田市）     １２回（月１回） 

（４）視覚障害者生活訓練事業（益田市）  随時 

（５）生活訓練事業（大田市）       １２回（月１回） 

（６）点字・声の広報等発行事業（江津市） １２回（月１回） 

【行事、会議等の開催計画】 

１ 「セミナー＆交流会」 

・聴覚障がいの利用者のニーズに即した情報提供や体験、利用者・意思疎通支援者・

職員との交流、機器紹介等を行う「セミナー＆交流会」を開催する。（年１回） 

２ 「利用者とボランティアのつどい」 

・日ごろ会う機会の少ない視覚障がいの利用者とボランティア・職員との交流、意見

交換、機器紹介等を行う「利用者とボランティアのつどい」を開催する。（年１回） 

３ 事業推進会議 

・効果的な事業の推進のため、関係機関・団体と情報交換、意見交換を行う事業推進

会議を開催する。（年１回） 

・必要に応じて関係機関との連絡会議を開催する。（随時） 

４ 各種制度説明会 

  ・利用者の希望に応じて医療、社会保障、税制等の各種制度の説明会を開催する。 

５ 職員会議 

・施設内の連絡調整と業務の円滑な遂行のため、定期的に職員会議を開催する。 

【施設内研修計画】 

１ 事業団人材育成基本方針に基づき研修を実施する。 

２ 職員の資格取得 

  ・点字指導員の資格取得に向けて引き続きＯＪＴを実施し、資格認定講習の受講を目

指す。 

３ 関係団体主催の講習・研修への参加 

  ・全国視覚障害者情報提供施設協会、中国四国点字図書館連絡協議会等の主催する研

修会に積極的に参加する。 

４ 視覚障がい者ＩＣＴ利用支援研修の実施 

  ・視覚障がい者のＩＣＴ利用を支援する専門的な技術・能力を習得するための独自の

職員研修を実施する。 

５ 所内研修の実施 

   ４月 「平成２８年度事業団重点活動方針及びセンター事業計画の実施について」 

   ６月 専門研修 

   ８月 専門研修 
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  １０月 人権・同和問題研修 

  １２月 専門研修 

   ３月 「今年度事業を振り返って」 

【安全衛生計画】 

１ 健康管理 

（１）施設として職員の健康管理に十分に留意し、労働安全衛生法に基づき、年１回の検

診を実施する。 

（２）職員の健康管理にあたり「心の健康」に関する研修に積極的に参加する。 

【その他の計画】 

１ 施設及び事業の広報 

（１）広報紙「かわらばん」の発行（年４回） 

（２）ホームページの更新 

  ・できるだけ最新の情報を提供するよう更新に努める。 

２ 機器展示・生活相談会の開催 

・島根県聴覚障害者情報センター及び島根ライトハウスライブラリーと協力して、必

要に応じて各地で機器展示・生活相談会を開催する。（年３回） 

３ 各市町のボランティア養成事業への支援 

  ・各市町が実施する各種のボランティア養成事業に対して積極的に支援する。 

４ 地域貢献活動等の実施 

（１）学校等の福祉学習への支援 

・学校や団体の福祉学習を積極的に引き受け、障がい者への理解を促進する。 

（２）浜田市健康福祉フェスティバルへの参加 

  ・浜田市主催の健康福祉フェスティバルに参加し、来場者に点字や手話の体験などを

してもらうことで、視聴覚障がいへの理解を促進する。 

（３）聴覚障がい者との意思疎通を支援する講座の実施 

・官公庁、公共機関、銀行等の窓口職員を対象として「窓口での聞こえにくい・聞こ

えない人とのコミュニケーション講座」を実施する。 

（４）「障害年金ガイド」点字・音声版の製作・提供 

・全国の年金事務所に配備される平成２８年度版「障害年金ガイド」の点字版及び音

声版を製作し、日本年金機構に提供する。（材料費及び送料は日本年金機構負担） 

（５）地域住民を対象として、視覚障がい又は聴覚障がいに対する理解を深めるための講

演会を開催する。 

 


